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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

　当社は、「原子力損害賠償支援機構法」の公布・施行に関して、平成23年８月10日に臨時報告書を提出しております

が、記載事項のうち、未定でありました原子力損害賠償支援機構への負担金の額について、本日の取締役会において原子

力損害賠償支援機構より通知された金額を納付することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の５第５項により

準用される同法第７条の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。 

　

 

２【訂正事項】

　２（報告内容）

　　（３）当該事象の損益及び連結損益に与える影響額

　

　

３【訂正箇所】
　訂正箇所は 　 線で示しております。　

　

２（報告内容）

　（３）当該事象の損益及び連結損益に与える影響額

　

　（訂正前）

当該事象による影響額については、負担金の額が未定であるため、現時点で業績に与える影響を見積もることは　

困難である。

　　

　（訂正後）

原子力損害賠償支援機構へ納付する平成23年度一般負担金により、平成24年３月期の業績に与える影響額は、

15,762百万円である。

　

以　上　
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